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熱中症特別警戒アラート発表時の施設の利用について 

 

 

 

 

◆ 熱中症特別警戒アラートについて 

・ 令和６年４月、従来の「熱中症警戒アラート」に加え、一段上の「熱中症特別

警戒アラート」が新設されました。 

・ 「熱中症特別警戒アラート」は、過去に例がない危険な暑さにより、重大な健

康被害が生じるおそれがある場合に、環境省から前日１４時に発表されます。 

・ なお、令和８年度の熱中症特別警戒アラート運用期間は４月２２日（水）から

１０月２１日（水）までとなっています。 

 

◆ 施設の利用をキャンセルする場合の使用料の還付について 

・ 「熱中症特別警戒アラート」が発表されている日の施設の利用について、予約

済みの施設利用のキャンセルを希望される場合は、利用料金を全額還付いたし

ます。 

・ キャンセルをされる場合は、予約日の前日までに、日暮里サニーホールへ直接

連絡していただきますようお願いいたします。（電話：03-3807-3211） 

なお、還付の手続きについては、日暮里サニーホールで受付いたします。 

 

 

＜キャンセル及び還付手続きのお問合せ＞ 

日暮里サニーホール 

     03-3807-3211(直通) 9:00～20:00 


